
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

消費生活情報メール 
第 50 号 ～メッセージ交換で報酬？～ 

「出会い系サイト・マッチングアプリ」
の落し穴 

トラブルにあわないためのポイント 

「メッセージ交換だけで高額報酬！」 

と書いてたのに… 

●もうけ話はうのみにしないで！ 
「メッセージ交換だけで報酬が」、「スマホだけで稼げる」など、簡単に稼げることを強調するネ

ット上の広告や、知らない相手からのメールや SNS で誘われるもうけ話などは、うのみにしない

ようにしましょう！ 

●別の連絡手段に誘導されたら疑って！ 
ＳＮＳから出会い系サイト・アプリなど、別の連絡手段に誘導された場合には注意しましょう！ 

●大事な情報を教えないで！ 
ネット上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断し、安易に個人情報など大事な情

報を教えないようにしましょう！ 

●スクショで証拠を残して！ 
トラブルに巻き込まれた際には早めの相談を！ネット上でやり取りした内容はスクリーンショ

ットなどで保存しておくと大事な証拠になります。 

「『メッセージ交換だけで報酬がもらえる』という副業のインターネット広告を見

つけ、指示されるがまま有料出会い系サイトに登録。『報酬を受ける手続きが必要』

『エラーが発生したのでもう一度』など、何かと理由をつけて有料でのメッセージ

交換を何度も指示され、報酬を得るどころか課金を繰り返してしまった。」 

（１８歳 女性） 

兵庫県マスコットはばタン 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵庫県立消費生活総合センター 
TEL：078-302-4001  FAX:078-954-5640 URL：https://www.seiken.server-shared.com/ 

消費生活相談電話番号：078-303-0999 または 188(局番なし) 

契約後もあきらめずに相談を！ 
契約後でも返金につながる場合もあります。あきらめず 
消費者相談窓口（局番なし１８８）にご相談を！ 
 

スペシャルボイスドラマ  

迷った時、困った時は「とりあえず」相談を！ 

消費者トラブルに巻き込まれたとき、トラブルになり

そうで不安な時は、気軽に消費者ホットライン（１８８）

までお電話ください。1 日でも早い対応が大切です。 
 

※ 梶さん・優木さんの声が聴けるのは 2024 年 3 月 28 日まで 

マッチングアプリでもトラブルが・・・ボイスドラマでチェックしよう！ 


